
 家族等の分を代理で申し込む場合の手続き 

代理で申し込む人のメールアドレスがあれば、 

WEB 申込フォームから申し込みができます。 

代理で申し込む人が小さい子どもや祖父母の

人数分のメールアドレスを用意できる場合 

代理で申し込む人が小さい子どもや祖父母の

人数分のメールアドレスを用意できない場合 

・デジタル商品券は、1 人の申し込みにつき、1 つのメールアドレスが必要です。（重複不可） 

・メールアドレスが用意できない場合は、紙商品券またはコールセンターをご利用ください。 

・申し込みには名前、住所、生年月日等の情報が必要となります。 


